
病児・病後児保育利用助成事業開始！ 

  

  

 町では、平成２８年４月１日から就学前の乳幼児を対象に病児・病後児保育利用

助成制度を開始しました。この制度は、保護者の方々の子育てをサポートするため、

就学前の乳幼児が保育施設等の病児・病後児保育を利用した場合の費用の一部を助

成するものです。 

 

 

１ 対 象 者  

  桑折町内に住所を有する６歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある者

（乳幼児）の保護者 

２ 対象経費  

乳幼児毎に民間等の病児・病後児保育施設等を利用した場合の保護者負担額（保

育利用料金）が対象になります。ただし、入会金や年会費、食事・おやつ代、交

通費等は対象外となります。  

３ 助 成 額    

  対象経費の１／２を助成します。ただし、1 カ月の助成額は１０，０００円を

上限とし、１００円未満は切り捨てになります。 

４ 他の制度との調整 

  他の制度で助成を受けた場合は、実際に保護者が負担した費用のみが助成対象

経費となります。 

５ 助成金の請求方法 

  ① 保護者は、桑折町病児・病後児保育利用助成申請書に領収書（利用内容が

わかるもの）を添えて、子育て支援課へ提出してください。 

② 月単位の申請となりますので、利用した月の翌月末までに申請してくださ

い。なお、利用月から１年を経過した場合は、申請できなくなりますのでご

注意ください。 

６ そ の 他 

  桑折町病児・病後児保育利用助成申請書は、子育て支援課や保健福祉課、醸芳

保育所、各幼稚園にあります。また、町のホームページからもダウンロードでき

ます。 

 

 

      ◎問い合わせ及び申請書提出先 

    桑折町教育委員会内   

        子育て支援課 子育て支援係 ☎582-2403   


